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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
証券発注システムにおける情報処理装置であって、
配信される板情報の変動に伴って板画面の表示情報の更新およびスクロールを行う処理と
、
ポインティングデバイスのポインタの位置を検出する処理と、
板発注画面上にポインタが位置するときは、前記板画面の表示情報の更新頻度を通常より
低くし、かつ、スクロールを停止する処理と、
板発注画面外にポインタが位置するときは、前記更新頻度を通常に戻し、かつ、スクロー
ルを再開する処理とを実行するプロセッサを有する情報処理装置。
【請求項２】
前記プロセッサは、
前記板情報の価格毎に発注数量と引け数量とを取得する処理と、
前記発注数量または前記引け数量の最大数量に基づいて板画面のグラフの上限を算出する
処理と、
価格毎に発注数量と引け数量とを色分けしたグラフにより板画面を表示する処理と、
前記最大数量と前記グラフの上限とが所定値以上乖離したときは、前記グラフの上限を再
度算出し、板画面の表示情報を更新する処理とを更に実行する、
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
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証券発注システムにおけるコンピュータによる画面表示方法であって、
配信される板情報の変動に伴って板画面の表示情報の更新およびスクロールを行うステッ
プと、
ポインティングデバイスのポインタの位置を検出するステップと、
板発注画面上にポインタが位置するときは、前記板画面の表示情報の更新頻度を通常より
低くし、かつ、スクロールを停止するステップと、
板発注画面外にポインタが位置するときは、前記更新頻度を通常に戻し、かつ、スクロー
ルを再開するステップとを含む画面表示方法。
【請求項４】
前記板情報の価格毎に発注数量と引け数量とを取得するステップと、
前記発注数量または前記引け数量の最大数量に基づいて板画面のグラフの上限を算出する
ステップと、
価格毎に発注数量と引け数量とを色分けしたグラフにより板画面を表示するステップと、
前記最大数量と前記グラフの上限とが所定値以上乖離したときは、前記グラフの上限を再
度算出し、板画面の表示情報を更新するステップとを更に含む、
請求項３に記載の画面表示方法。
【請求項５】
証券発注システムにおけるコンピュータに、
配信される板情報の変動に伴って板画面の表示情報の更新およびスクロールを行う処理と
、
ポインティングデバイスのポインタの位置を検出する処理と、
板発注画面上にポインタが位置するときは、前記板画面の表示情報の更新頻度を通常より
低くし、かつ、スクロールを停止する処理と、
板発注画面外にポインタが位置するときは、前記更新頻度を通常に戻し、かつ、スクロー
ルを再開する処理とを実行させるためのプログラム。
【請求項６】
前記コンピュータに、
前記板情報の価格毎に発注数量と引け数量とを取得する処理と、
前記発注数量または前記引け数量の最大数量に基づいて板画面のグラフの上限を算出する
処理と、
価格毎に発注数量と引け数量とを色分けしたグラフにより板画面を表示する処理と、
前記最大数量と前記グラフの上限とが所定値以上乖離したときは、前記グラフの上限を再
度算出し、板画面の表示情報を更新する処理とを更に実行させる、
請求項５に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の実施形態は、コンピュータシステムのマウス操作と連動した画像表示に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年の金融・証券システムにおいては、コンピュータシステムである証券発注システムが
一般的となっており、大トラフィックの下、用いられている。証券発注システムには、板
画面が組み込まれており、板情報や発注（注文）情報が表示されている。板画面では表示
している銘柄の現在の価格が中央に表示され、価格変動時は現在の価格が表示中心になる
ように表示範囲をスクロールする。
【０００３】
証券発注システムでは、大量のデータを素早く判断して、安全に発注することが重要視さ
れる。発注業務は板画面クリックにより行われる為、板画面のスクロール回数が増加する
と、操作ミスによる誤発注の危険性がある。
【０００４】
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このような背景の下、板情報の更新が大幅に速くなった証券取引所の新システムの運用が
開始されたが、板画面を使用したユーザ（ディーラー）からは、その更新の速さから、誤
発注を懸念する意見も多くあがっている。
【０００５】
このような問題点に対し、マウス操作と連動した画像表示の技術においては、表示領域で
スクロールする画像を指等のポインタで選択する場合に、表示領域上での画像とポインタ
の距離に比例して画像のスクロール速度を減速させ、画像とポインタの位置が一致した場
合には画像のスクロールを停止するというものがある。すなわち、マウスポインタ位置情
報によるスクロールの減速、停止である。
【０００６】
しかしながら、このような手法は、表示領域内のスクロールする画像を選択する操作には
適するが、表示領域自体がスクロールするシステムには適していない。
【０００７】
また、従来の証券発注システムにおける板発注画面上では、発注数量は数値で表示される
。その為高頻度の更新が行われると、素早い数値の読み取り、及び市況状況の判断は難し
くなる。
【０００８】
近年の情報量の増加に伴う板画面の更新頻度は人間が目視で処理できる範囲を超えており
、認識できない量の情報は情報として意味をなさない。また、画面スクロールにより意図
した場所と違う所をクリックする操作ミスから誤発注も懸念される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００７－３２８３９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
例えば大トラフィック下の証券発注システムにおける板画面において、視認性と操作性を
向上し、ユーザの発注時の判断を助け、画面更新による誤発注を防止することができる情
報処理装置、板画面表示方法およびプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本実施形態の証券発注システムにおける情報処理装置は、配信される板情報の変動に伴っ
て板画面の表示情報の更新およびスクロールを行う。またポインティングデバイスのポイ
ンタの位置を検出する。板発注画面上にポインタが位置するときは、前記板画面の表示情
報の更新頻度を通常より低くし、かつ、スクロールを停止する。板発注画面外にポインタ
が位置するときは、前記更新頻度を通常に戻し、かつ、スクロールを再開する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態に係る証券発注システムのブロック図
【図２】実施例１においてマウスポインタが板画面外にある場合の画像図
【図３】実施例１においてマウスポインタが板画面外にある場合の現在価格の変化前（ａ
）と変化後（ｂ）の画像図
【図４】実施例１においてマウスポインタが板画面上にある場合の画像図
【図５】実施例１においてマウスポインタが板画面上にある場合の現在価格の変化前（ｃ
）と変化後（ｄ）の画像図
【図６】実施例２のグラフ表示方式による板画面の画像図
【図７】実施例２のグラフ表示方式の処理のフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１３】
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以下、実施形態につき図面を参照して説明する。
【００１４】
図１は、実施形態に係る証券発注システムのブロック図である。
【００１５】
証券発注システムは、板画面１０を有する発注用のクライアント１１と、板データ配信サ
ーバ１２とが相互に接続された、コンピュータシステムである。
【００１６】
クライアント１１において、板データ受信プロセス１３がプロセッサ上で動作している。
板データ受信プロセス１３は、ＴＣＰ／ＩＰにより、表示したい銘柄情報の要求を通知さ
れると、板データ配信サーバ１２に配信要求を行い、板データ配信サーバ１２から受信し
た板データを共有メモリ１４に書き込む。
【００１７】
また、クライアント１１において、板画面１０を表示するためのＧＵＩプログラムがプロ
セッサで実行され、板画面表示プロセス１３が動作している。
【００１８】
板画面表示プロセス１５は、定周期で共有メモリ１４にアクセスをしており、取得した板
データを板画面１０に描画する。板データは数値データを使用した表示方式、またはグラ
フを使用した表示方式に任意に切り替えが行える。
【００１９】
板画面表示プロセス１５は、画面更新やスクロールの制御を行う。表示銘柄の現在価格は
板画面１０の中央に表示し、価格が変動した際には、変動後の価格が表示中心になるよう
に、表示範囲をスクロールする。
【００２０】
ユーザ（発注者）は、マウス等のポインティングデバイスを用いて板画面１３上をクリッ
ク、ダブルクリック、ドラッグアンドドロップ等の操作をすることで発注操作を行う。
【００２１】
板画面表示プロセス１５はマウスポインタ１６の位置情報を取得する。具体的には、ユー
ザが発注時にマウスポインタ１６を板画面１０上に移動すると、板画面１０の更新頻度を
抑止（＝更新速度を遅く）させ、かつ、価格の変動に伴う表示範囲のスクロールを停止す
る。マウスポインタ１６が板画面１０から離れた際には、前述の動作を解除し、画面の表
示更新スピードを通常に戻し、価格変動による画面スクロールを再開する。
【００２２】
このように、大量のデータ表示を人間が目視で確認できる量、及び表示方式にすることに
より、ユーザは、板画面１０に表示される情報を確実に認識・判断することができ、画面
スクロールにより意図した場所と違う場所をクリックする操作ミスを防止することができ
、安全に発注操作を行うことができる。
【００２３】
また、発注操作を行うためにマウスポインタ１６を板画面１０上に置いたときのみに表示
方式を変更することにより、発注操作外ではリアルタイムのデータ表示を実現する。
【実施例１】
【００２４】
実施例１では、板発注画面での発注動作を説明する。実施例１において、以下、単に「板
画面」というときは、板発注画面全体を含むものとする。
【００２５】
ユーザが板発注画面にて証券コードを入力すると、板画面表示プロセス１５は発注対象銘
柄の板情報を板発注画面に表示する。
【００２６】
図２は、実施例１においてマウスポインタが板画面外にある場合の画像図である。
【００２７】
マウスポインタが板画面外にある場合、板画面表示プロセス１５は板画面についてαmsec
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周期（0 < α）で画面更新を行う。αは、例えば１０msec等に設定する。価格が変動した
際には価格が表示中心になるように表示範囲をスクロールする。
【００２８】
図３は、実施例１においてマウスポインタ１６が板画面外にある場合の現在価格の変化前
（ａ）と変化後（ｂ）の画像図である。
【００２９】
図３の変化前（ａ）において、現在価格である４５６円（網掛け）が表示中心となってい
る。ここで、現在価格が４５５円に変化（１円安）したとすると、図３の変化後（ｂ）の
ように変化後の現在価格である４５５円（網掛け）が新たな表示中心となり、表示範囲が
スクロールしてすべてのデータの表示位置が変わる。例えば価格が４５３円の表示位置は
、１行分、上方向にスクロールされる。他のすべての行も同様である。
【００３０】
ユーザは、マウスを操作して板画面上の所望の価格の位置をクリックすることにより発注
価格の決定を行う。価格決定を行うためにマウスポインタ１６を板画面上に移動させると
、板画面表示プロセス１５によりマウスポインタの位置が検知されて画面更新間隔はβms
ec周期（ 0 < α < β）に変更され、かつ、価格の変動に伴う表示範囲のスクロールを停
止する。βは、例えば、５００msec等に設定する。
【００３１】
なお、αもβも、設定により可変である。例えば、取引の時間帯に応じて切り替えると良
い。
【００３２】
図４は、実施例１においてマウスポインタ１６が板画面上にある場合の画像図である。
【００３３】
図５は、実施例１においてマウスポインタ１６が板画面上にある場合の現在価格の変化前
（ｃ）と変化後（ｄ）の画像図である。
【００３４】
図５の変化前（ｃ）において、現在価格である４５６円（網掛け）が表示中心となってい
る。ここで、現在価格が４５５円に変化（１円安）しても、図５の変化後（ｄ）のように
、表示範囲はスクロールせず、すべてデータの表示位置は変わらない。表示中心は、変化
前の現在価格であった４５６円のまま固定である。変化後の現在価格である４５５円は、
表示中心ではなく、つまり表示位置は変わらず、中心行の１行上において網掛け表示され
ている。また、例えば価格が４５３円の表示位置も、何ら変わっていない。他のすべての
行も同様である。
【００３５】
このように、高頻度（１０msec程度の間隔）の更新とスクロールを行う表示領域にポイン
タが近づいた場合に更新の抑止（５００msec程度の間隔）とスクロールの停止とを同時に
行う。
【００３６】
既存の技術では、画面スクロールの固定または解除を行うには、別途、ボタンやチェック
ボックス等のコントロールを操作する必要があった。実施例１によれば、板画面上にマウ
スポインタ１６をあわせるという、発注処理の一環の流れの中で画面スクロールの固定/
解除を行うことが出来る。
【００３７】
つまり、マウスポインタ１６の位置情報に基づいて、マウスポインタ１６を板画面上に合
わせた場合に表示範囲のスクロールが自動で停止される。したがって、スクロールによっ
て意図していない箇所をクリックする等の誤操作、特に、想定外の価格をクリックしてし
まう誤操作（誤発注）を抑止することが出来る。
【００３８】
加えて、マウスポインタを板画面上に合わせた場合に高速で描画される画面の更新速度を
低速化することにより、ユーザは画面に描画された情報を正しく認識して、発注操作を行
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うことが出来る。また、画面更新を停止しないことにより、最新の情報を表示することも
可能としている。
【００３９】
これらの処理を板画面上にマウスポインタ１６を移動させるという発注に伴う動作に応じ
て自動で行うため、ユーザの利便性が向上する。
【実施例２】
【００４０】
板画面には価格、発注数量、発注累計数などの様々な情報が多数の数値で表示されており
、市場の状況と連動して随時更新が行われる。証券市場では取引時間の開始時を「寄り」
、終了間際を「引け」、それ以外の取引時間帯を「ザラ場」と呼称する。特に引けは発注
数量が多いため取引の成立しやすい時間帯となっている。
【００４１】
ユーザ（発注者）は板画面に表示される様々なデータから瞬時に市場状況を判断して発注
を行う必要がある。その中でも価格、発注数量、引け数量は市場状況を判断する上で重要
な要素となっている。
【００４２】
しかし、高頻度で更新される板画面上の多数の数値から市況状況を素早く判断することは
難しい。
【００４３】
そこで、実施例２は、発注数量と引け数量をグラフ表示することにより板画面の視認性と
ユーザの発注スピードを向上させるものである。
【００４４】
図６は、実施例２のグラフ表示方式による板画面の画像図である。
【００４５】
板画面では売買の各価格の発注数量（売数または買数と表示）と引け数量（引数と表示）
について、それぞれグラフ表示する。
【００４６】
図７は、実施例２のグラフ表示方式の処理のフローチャートである。
【００４７】
ユーザは、発注対象銘柄の証券コードを板発注画面に入力する（Ｓ７０１）。
【００４８】
次に、板データ配信サーバ等から最良売気配と最良買気配（売買が最も成立しやすい売価
格）の各数量を取得して、値の大きい方を最大気配数量とする（Ｓ７０２）。
【００４９】
Ｓ７０２で取得した時点での最大気配数量は、グラフの上限の70％となるようにする。つ
まり、グラフの上限（100％）は、最大気配数量を100/70倍した値として決定する（Ｓ７
０３）。（グラフの上限（100％） = 最大気配数量 × 100 ÷ 70 ）。なお、ここでいう
70％なる値は任意に設定できるものとし、固定値とはしない。
【００５０】
次に、各価格についての（売/買）発注数量と（売/買）引け数量をそれぞれ取得して比較
し、値の大きいほうを各価格についての最大数量とする（Ｓ７０４）。
【００５１】
そして、グラフの上限に対する最大数量の割合（％）を計算して、各価格について棒グラ
フを表示する（Ｓ７０５）。棒グラフの長さは、Ｓ７０４で求めた発注数量と引け数量の
最大数量を表す。さらに、最大数量に占める発注数量と引け数量の割合を表すために、棒
グラフは三色で色分け表示する。第一色が（売/買）発注数量の余剰部分、第二色が（売/
買）引け数量の余剰部分、第三色が発注数量と引け数量の同数部分を表す。
【００５２】
最良売気配の数量や最良買気配の数量は常に変動するため、ある価格の最大数量（発注数
量または引け数量）がグラフの上限を超えた場合、もしくはグラフの上限と現時点での最
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大数量の乖離率が20%を超えた場合は（Ｓ７０６：ＹＥＳ）、現時点での最大数量を用い
てグラフの上限を再計算することにより更新する（Ｓ７０７）。なお、ここでいう乖離率
の20％なる値は任意に設定できるものとし、固定値とはしない。
【００５３】
ここで、図６の場合における計算例を一つ示す。
【００５４】
前提条件として、最小売買単位が1000（株）、最良売気配数量が11000（株）、最良買気
配数量が10000（株）、計算対象の価格が110（円）、売発注数量が12000（株）であると
する。
【００５５】
Ｓ７０３によれば、最大気配数量は、最良売気配数量＞最良買気配数量により11000（株
）であることから、グラフの上限を、 11000 × 100 ÷ 70 = 15714 ≒ 16000 (最小売買
単位の1000株単位で切上げ)と算出する。
【００５６】
Ｓ７０５によれば、価格110（円）の売発注数量のグラフの長さ（グラフ上限に占める割
合（％））は、12000 ÷ 16000 × 100 = 75 (小数点切捨て)と算出する。
【００５７】
以上説明したように、実施例２では高頻度で更新される発注数量と引け数量をグラフ表示
する。ユーザは、板画面上の発注数量、引け数量をグラフで確認できるため、板画面の視
認性が向上し、素早い発注判断が可能となる。
【００５８】
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したもの
であり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他
の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省
略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要
旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００５９】
１０…板画面、１１…発注用クライアント、１２…板データ配信サーバ、１３…板データ
受信プロセス、１４…共有メモリ、１５…板画面表示プロセス、１６…マウスポインタ
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